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電子マニフェストの利用促進と
PCB廃棄物の適正処理について

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課
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マニフェスト（産業廃棄物管理票）とは

排出事業者が、処理を委託した産業廃棄物について、

委託契約どおり適正に処理されたことを把握・管理し、

適正な処理を確保することを目的として運用。

※根拠法令

　廃棄物処理法第12条の３：交付、保管、報告（定期報告、

　　　　　　　　　　　　　　虚偽記載など）の義務

　廃棄物処理法第12条の４：虚偽の管理票等の交付禁止
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運搬終了の報告
（90日以内、特管：60日以内）

中間処理終了の報告
（90日以内、特管：60日以内）

排出事業者 中間処理業者 最終処分業者
収集業者 収集業者

運搬終了の報告
（90日以内、特管：60日以内）

処分終了の報告
（90日以内、特管：60日以内）

最終処分終了の報告 最終処分終了の報告

（180日以内）

排出事業者には、マニフェストにより最終処分まで処理され

たことを確認することが義務づけられている。

排出事業者の義務

確認 確認
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紙マニフェストによる確認方法

排出事業者は返ってき
た終了報告の内容をA
票と照合して日付を記
入し、５年間保管。

B2票

D票

排出事業者 中間処理業者 最終処分業者
収集業者 収集業者

E票

A票



終了報告が返っていることを示す
「●」の表示を確認すればOK。

電子マニフェストによる確認方法

確認していますか？
5



6

電子マニフェストの概要

●運搬・処分終了の通知
    ●報告期限切れ情報の通知

                ●マニフェスト情報の保存・管理

　　　　情報処理センター

排出事業者
又は

中間処理業者

（2次マニフェスト）

収集運搬

業者

中間処理業者
又は

最終処分業者

　JWnet 　 検索

電子マニフェストは（公財）日本産業廃棄物処理振興セン

ター（JWセンター）が提供するシステムです。　

詳細は下記QRコード又は

「JWnet」で検索

問合せ先

TEL:0800-800-9023
FAX:03-5275-7112
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インターネット上で操作できる電子マニフェストを、簡単にご理解いただけるムービーをご用意いたしました。
まずはムービーで電子マニフェストのメリットや使い方をご覧ください。

・ＪＷＮＥＴのホームページにて、使い方、メリットを動画で説明
・模擬体験システムが使用可能
・導入実務説明会も開催

電子マニフェスト導入にあたって
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項目 紙マニフェスト 電子マニフェスト

マニフェストの
交付・登録

廃棄物を収集運搬業者または処分業者に引
渡しと同時に、マニフェストを交付

廃棄物を収集運搬業者または処分業者に
引渡した日から、３日以内にマニフェスト情
報を情報処理センターに登録
→適切かつ簡単に入力可能（入力漏れの
確認、過去の登録内容のコピー等）

処理終了

確認

郵送で返戻された各報告をA票と照合して確
認、記載

①運搬終了報告：B2票とA票を照合して確認

②処分終了報告：D票とA票を照合して確認

③最終処分終了報告：E票とA票を照合して
確認

情報処理センターからの運搬終了報告、
処分終了報告、最終処分終了報告の通知
（電子メール等）や一覧表により確認

→期限がきても報告されない場合、注意喚
起のメールが送付される

マニフェストの
保存

交付したマニフェストA票を５年間保存

収集運搬業者及び処分業者より送付されて
きたB２票、D票、E票を５年間保存

マニフェストの保存が不要（情報処理セン
ターが保存）

５年分の常時閲覧、一覧表（CSV出力）の
作成が可能

産業廃棄物
管理票交付等
状況報告

報告書を作成し、毎年都道府県・政令市に排
出事業者が自ら報告書を提出

情報処理センターが都道府県・政令市に
報告するため、排出事業者からの報告は
不要

 紙マニフェストと電子マニフェストの運用

電子マニフェスト導入により

効率的な事務処理、法令遵守につながります
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電子マニフェストを活用しましょう

電子マニフェストを導入すると、様々なメリットがあるこ

とから、県では電子マニフェストの利用を推進しています。

マニフェストの電子化率の推移

マニフェスト電子化率の目標値
・国　　　70％ （R5.3）
・静岡県　74.4%（R9.3）



ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理について

種類 処理施設 処分期間

高
濃
度

変圧器・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ等 ＪＥＳＣＯ豊田PCB処理事業所 令和４年３月末まで

安定器、小型電気機器

ＪＥＳＣＯ北九州PCB処理事業所 令和３年３月末までＰＣＢ濃度10％を超える
汚染物、0.5％～10％の
不燃性汚染物等

低
濃
度

ＰＣＢ濃度0.5％～10％
の可燃性汚染物等 無害化処理認定施設

都道府県許可施設
令和９年３月末まで

PCB濃度が0.5％以下の
もの

ＰＣＢ廃棄物は定められた処分期間までに処分しなければなりません。　　　　　　　
高濃度ＰＣＢ廃棄物は、期限を過ぎると事実上処分することができなくなります。

特に高濃度ＰＣＢは処理期限が迫っています。現在使用中の電気機器についても、機
器の更新も含めた計画的な対応をお願いします。

※JESCO…中間貯蔵・環境安全事業株式会社の略称
10


